
１　パブリック・コメントの概要

   ⑴　案　　件　　名 ：　姫路市男女共同参画推進条例骨子（案）

   ⑵　意見募集期間 ：　平成２７年７月１日（水）～平成２７年７月３１日（金）

   ⑶　意見提出件数 ：　１４通　６４件

   ⑷　修　正　箇　所 ：　６箇所

２　意見の結果公表にあたって

　　　姫路市男女共同参画推進条例骨子（案）に関する市民意見を募集しましたところ、多くの方々

　 から貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

　　　結果公表に当たりまして、提出されたご意見の内容を以下のとおり分類し、整理しています。

件　　数

　　⑴　条例制定の趣旨 3

　　⑵　条例の骨子 ア　前文 4

イ　目的、定義、基本理念及び責務等 35

ウ　市が実施する基本的施策 11

エ　男女共同参画審議会の設置 3

　　⑶　その他 8

64

項　　目

合　　計

姫路市男女共同参画推進条例骨子（案）に関する 

市民意見（パブリック・コメント）の募集結果について 



３　意見の概要と意見に対する市の考え方

　⑴　条例制定の趣旨　（３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
1 10行目

-12行目
「市民意識の中には、…、多くの課題
が存在している」とあるが、より具体的
に姫路市の課題をあげるべきではない
か。市役所の女性管理職比率が低い
こと、社会通念や慣習の実践者である
自治会等の意思決定に女性が参画し
にくいこと（女性自治会長の比率が他
都市に比べて低い）など、条例制定の
根底にある克服すべき問題が表現され
ていない。その結果、とても抽象的で法
律と県条例の後追いだけの条例となっ
ていて、制定の意義が市民に伝わって
こない。

1 ご意見を踏まえ、条例制定後は、市民
等へ条例制定の趣旨を説明し、広く啓
発するとともに、基本理念に基づき、男
女共同参画のより一層の推進に努め
てまいりますので、今後ともご協力をお
願いします。

2 － 「日本国憲法」をぜひ入れてほしい。 1
3 － 日本国憲法を入れてほしい。 1

　⑵　条例の骨子

　　ア　前文　（４件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
4 前文 個人の尊重、法の下の平等、とくに男

女平等は憲法によって保障されている
ことを明記されたい。

1

5 「前文」に日本国憲法の男女平等の理
念が掲げられているにもかかわらず、
その実現が遅れている。平成11年6月
の、国の「男女共同参画社会基本法」
の施行を受け、地方自治体がその実
現に取り組むとの位置づけを明確にし
た方がよい。

1

6 前文ア 「国の動向を踏まえ」とあるが、憲法第
３章、特に第１４条に明記されている多
くのことが「（課題が）残されている」の
ではなく解決されていないのではない
か。

1

7 前文ウ 「すべての者が協働して」は「市と市民
が協働して」という文言の方が良いと思
う。

1 男女共同参画の推進に取り組むのは、
「市と市民」だけでなく、事業者等を含
めた「すべての者」であると考えてお
り、骨子案のままとします。

　　イ　目的、定義、基本理念及び定義等について　（３５件）
　　　①　「定義」について　（６件）

№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
8 定義 セクシュアル・ハラスメント、ワーク・ライ

フ・バランス、ドメスティック・バイオレン
ス等の外来語を全く使用せず定義にも
あげていない。そのことによって却って
それらの内容を規定する条文が分かり
にくくなっている。定義にこれらをあげ、
該当条文の日本語の後に（　　）書きで
これらの外来語を挿入した方が分かり
やすい。セクシュアル・ハラスメントは平
成１４年の県条例でも定義されている。
この１０年間で上記外来語の認知度は
進んでいると考えられ、あえて外来語
を使わない積極的理由があるのか。

1 後の条文中に用いられない語句につ
いて定義規定を設けることや、括弧書
きで語句を言い換えることは条例の形
式上適当ではないことから、骨子案の
ままとします。しかしながら、ご意見を
踏まえ、「セクシュアル・ハラスメント」
「ドメスティック・バイオレンス」という語
句については、「性別による権利侵害
の禁止」を規定する箇所の表現に用い
るよう、修正することとします。（№40・
41参照）

ご意見を踏まえ、前文に記述するよう
にします。

ご意見を踏まえ、前文に記述するよう
にします。



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
9 ⑤市民

団体
「自治会、老人会、婦人会も含む」とい
う文言を入れてほしい。

1

10 説明が明確でないように思う。自治会・
老人会などわかりやすく説明してほし
い。

1

11 市民団体の定義において「例えば自治
会等」という例示をあげた方が分かり
やすい。姫路市においては市民団体の
中で、市内の行政区等地縁に基づいて
形成された団体の存在や役割が大き
な特色である。現在の定義では、その
主要な団体である自治会や老人会が
市民団体に入るのかどうか一見明らか
に判りにくい。

1

12 用語について説明する項目がありませ
んが、後にあらためて記載する予定は
あるのか。例えば、市民団体とはどの
ような団体を意味しているのか、具体
的に書いてほしい。誤解をうまないよう
に。

1

13 ⑦教育
関係者

「教育に携わる者」は「教育及び保育に
携わる者」と「保育」を加えてほしい。

1 ご意見を踏まえ、修正します。

　　　②　「基本理念」について　（１３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方

「多様な性」という語彙の使用につい
て、ジェンダーに囚われたがために生
じたあの性同一性障害を含む傾向が
あるため、男女共同参画推進条例の
中に組み込むことはそれに大矛盾して
いるだけでなく、ジェンダーに囚われな
い、性別に囚われない個々の能力を尊
重しあった社会づくり…すなわち男女
共同参画推進を妨げることになると懸
念する。よってこの曖昧な意味あいを
含む「多様な性」という語彙を排除した
上で、「男女の個人としての尊厳が重
んじられること、男女が性別による差別
的扱いを受けないこと、男女が性別に
囚われない個々の能力を発揮する機
会が確保されるために通念上の男らし
さ・女らしさに囚われない性のあり方と
その人権を尊重すること」というように
すべきではないか。(もし、カタカナの
「ジェンダー」という語彙を使用できるな
ら「通念上の男らしさ・女らしさ」という
部分に「ジェンダー」を入れてもよいか
もしれない。)男女特性論およびジェン
ダーに囚われたがために生じてしまっ
たあの性同一性障害という問題とその
精神医療サービスは国が認可したの
で、人権の見地から社会の慣習に囚わ
れたがために申請してしまったその当
人らは擁護すべきである。しかし、男女
共同参画推進に際しては矛盾している
し、むしろ逆行しているといえるので、
男女共同参画を推進するための記述
の中に性同一性障害を含んでしまう
“多様な性”という語彙は使用しないよ
う厳重に配慮すべきである。

ご意見を踏まえ、条例制定後に作成す
る解説に記述するようにします。

性には男女だけでなく、「多様な性」が
あり、それを含めた「あらゆる人」の人
権が尊重され、配慮されなければなら
ないと考えています。このため、「多様
な性」に関する表現は骨子案のままと
しますが、その他は、ご意見を踏まえ、
修正します。

1基本理
念①

14



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
15 基本理

念①
男女という言葉が何回も使用されてい
るが、「男女」ではなく、「すべての人」と
いう言葉の方が適しているのではない
か。

1

16 「男女の」を「すべての人が」に修正して
ほしい。

1

17 「配慮されること」を「配慮する」に修正
されたい。

1 本文に「男女共同参画の推進は、次に
掲げる事項を基本理念として行われな
ければならない」という表現を加えるこ
ととし、条文の形式上、骨子案のままと
します。

18 「人権が尊重され、配慮させること」を
「人権が尊重されなければならない」に
修正してほしい。

1

19 文末の「配慮されること」という文言は、
法律文言には合わない。「～されるこ
と・すること」というような断定表現にさ
れたい。

1

20 「配慮されること」「配慮すること」となっ
ているが、条例に配慮は似合わないと
思う。消極的解決みたいである。また、
「～すること」と表示する方がよい。

1

19
再
掲

基本理
念②

文末の「配慮されること」という文言は、
法律文言には合わない。「～されるこ
と・すること」というような断定表現にさ
れたい。

-

20
再
掲

「配慮されること」「配慮すること」となっ
ているが、条例に配慮は似合わないと
思う。消極的解決みたいである。また、
「～すること」と表示する方がよい。

-

21 基本理
念③

「意志」を「意思」に修正されたい。 1

22 「意志」は「意思」ではないのか。 1

23 基本理
念⑤

「配慮する」を「留意する」に修正された
い。

1 「留意する」だけでなく、「配慮する」こと
が必要であると考えており、骨子案の
ままとします。
なお、男女共同参画社会基本法の規
定でも「配慮する」という表現が用いら
れています（第４条・第１５条）。

24 「配慮すること」を「配慮する」に修正さ
れたい。

1 本文に「男女共同参画の推進は、次に
掲げる事項を基本理念として行われな
ければならない」という表現を加えるこ
ととし、条例の形式上、骨子案のままと
します。

25 「その動向に配慮する」を「行われる」に
修正されたい。

1

20
再
掲

「配慮されること」「配慮すること」となっ
ているが、条例に配慮は似合わないと
思う。消極的解決みたいである。また、
「～すること」と表示する方がよい。

-

市だけでなく、国を含めた社会全体の
取組みが求められる事項については
「配慮」という表現を用いています。とり
わけ、国際社会における男女共同参画
に関する取組みは、市や市民等が主
導的に行えるものではなく、条例にお
いては、国の取組みを勘案し、その動
向に配慮することにとどまると考えてお
り、骨子案のままとします。

条例は男女共同参画社会基本法を踏
まえ制定するものですが、同法同様、
女性のみを対象とするものではなく、ま
た、男性のみ、女性のみを対象とした
規定を置くことともしておらず、男女両
方を対象に男女共同参画の推進につ
いて規定していることから、敢えて「男
女の」と修飾をしているものです。

市だけでなく、国を含めた社会全体の
取組みが求められる事項については
「配慮」という表現を用いています。

ご意見を踏まえ、修正します。

市だけでなく、国を含めた社会全体の
取組みが求められる事項については
「配慮」という表現を用いています。



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
26 基本理

念⑥
文章の表現がおかしい。「すべての人
が性と生殖についての理解を深めると
ともに、性と生殖に関する健康とそれを
享受する権利が生涯にわたり保障され
ること」としてほしい。

1 性と生殖に関する健康と権利（リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツ）については、
保障されるだけでなく、意思の尊重、健
康の保持・増進、更には、妊娠・出産に
よる差別のないことが重要と考えてい
ます。このため、骨子案のままとしま
す。

22
再
掲

「意志」は「意思」ではないのか。 - ご意見を踏まえ、修正します。

　　　③　「市、市民及び事業及びその他の者の責務」について　（１３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
27 ①市の

責務
全体的に文章が「～こと」で終わってい
るが、努めるとか努力とかでなく、しっ
かりと責任のあり方をあいまいにせ
ず、プランからもっと市の責務について
その姿勢を示してほしい。

1

28 「目的」のところで、「市と市民、事業者
の責務」とあるが、男女間の賃金格差
や少子高齢化による人口減少など、個
人レベルでの解決は困難であり、行政
を中心に政治的解決も図ることが望ま
しい。従って、市の責務は「指導的役
割」として重いことを位置づけてほし
い。

1

29 市は、事業者や地域自治会等のモデ
ルとなるよう、とりくみを応援し、事業
者、自治会等の優れたとりくみを顕彰
し、公表することを位置づけてほしい。

1 事業者等の優れた取組みの顕彰又は
公表については、具体的施策に該当す
ることから、「市の責務」に規定するの
ではなく、必要に応じ、姫路市男女共
同参画プランの中に位置付け、実施し
ていくことになります。

30 職員の男女共同参画への意識啓発
は、個人的努力ではなく、研修の課題
として位置づけてほしい。

1 職員に対する意識啓発の重要性は認
識しており、姫路市男女共同参画プラ
ンの中に具体的施策として、「職員研
修による啓発の推進」や「職員の意識
づくりの推進」を掲げています。条例制
定後も「職員一人一人の男女共同参画
に関する認識を高めるよう努め」、これ
らの施策を継続してまいります。

31 「配慮すること」を「配慮する」に修正さ
れたい。

1 ご意見を踏まえ、修正します。

32 市の事業者としての側面にも言及し、
「市は率先して男女共同参画の推進に
取り組むとともに、事業者の模範となる
ように努めなければならない。」という
趣旨の規定が必要である。基本的施
策の中にも事業者としての市の施策は
入っていない。率先行動計画を条例上
の責務とするべきである。市役所は、
姫路市の中でも大企業であり、また、
県内自治体の中でも女性の活用が進
んでいない現状を直視した規定を盛り
込むべきである。

1 ご意見を踏まえ、修正します。
なお、市も事業者の一つとして、当然に
「事業者の責務」に関する規定が適用
されることとなります。事業者の模範と
なることが求められていることは認識し
ていますが、職員率先行動計画の策
定については、具体的施策に該当する
ことから、「市の責務」に規定するので
はなく、必要に応じ、姫路市男女共同
参画プランの中に位置付け、実施して
いくことになります。

市民等よりも市の果たすべき責務は重
大と認識していますので、条例上、市
には、「責務」に加え、実施すべき「基
本的施策」に関する規定を別途設け、
これを「総合的かつ計画的に実施する
ことにより、男女共同参画社会の形成
に寄与する」こととしています。



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
33 ③事業

者の責
務

パワハラ・セクハラ・マタハラの防止に
関する記述がないのはなぜか。

1

34 セクシュアル・ハラスメント防止のため
の措置義務を明記するべきである。オ
①「性別による権利侵害行為の禁止」
だけでは事業者の防止義務は導けな
い。職場のセクハラは、個人を傷つけ
るだけでなく、そのキャリアを中断、剥
奪する結果になるものが多い現状を踏
まえて、雇用均等法と重複するとしても
条例で重ねて規定する意味はある。

1

35 セクシュアル・ハラスメント、パワーハラ
スメント、ほかのハラスメントの禁止と
罰則を明記されたい。

1

36 事業者の責務として男女共同参画推
進状況報告書を義務付けてほしい。

1

37 市と契約を希望し業者登録をする事業
者に対しては、男女共同参画の推進状
況の届け出義務を課すべきである。職
場は、男女平等は他の分野よりも進ん
でいないと認識している人が多い分野
である。後発組として条例を制定する
なら、事業者のより具体的な協力を引
き出せるような規定を置くのが望まし
い。他都市の規定にもあるように、事業
者の男女比や管理職比率などを報告
する届け出（簡単な質問形式の一枚も
のの提出）を義務付け、意識啓発をす
ることを求める。

1

38 「ワークライフ・バランス」という言葉を
使った方が良い。

1 ご意見を踏まえ、条例制定後に作成す
る解説に記述するようにします。

39 ⑤教育
関係者
の責務

「教育関係者」は学校教育関係者のみ
と捉えてしまうので、保護者や地域も含
めた意味で「学校教育・地域教育・家庭
教育」とするとよいのではないか。

1 「教育関係者」は用語として「市内の学
校、地域、家庭その他社会のあらゆる
分野において行われる教育及び保育
に携わる者」と定義することとしており、
骨子案のままとします。

　　④　「男女共同参画を阻害する行為の禁止」について　（３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
40 ①性別に

よる権利
侵害の
禁止

文章がわかりにくい。「セクシュアル・ハ
ラスメント」や「ドメスティック・バイオレン
ス」という言葉を使ってほしい。

1

41 オ①「性別による権利侵害行為の禁
止」の文言は分かりにくいので「セクハ
ラ・ＤＶ・パワハラ・マタハラ」などはすで
に一般化しているので、皆に分かりや
すい言葉を使用してほしい。

1

42 「被害者支援の規定」も必要だと思う。 1 配偶者からの暴力の防止及び被害者
等の保護に関する法律（ＤＶ防止法）や
雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律（男
女雇用機会均等法）等の規定に基づく
体制の整備が進んでいることから、条
例上、規定を設けることは考えていま
せん。

ハラスメントについては、「性別による
権利侵害の禁止」の中で、事業者だけ
でなく、すべての者に対する禁止事項
の一つとすることとしています。
セクシュアル・ハラスメントについては、
雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律（男
女雇用機会均等法）に規定があるもの
の、禁止事項やその違反に対する罰則
規定は設けられていないことから、条
例上、規定を設けることは考えていま
せん。

平成２７年９月４日に公布された女性
の職業生活における活躍の推進に関
する法律（女性活躍推進法）において
一般事業主行動計画の策定等に関す
る規定が設けられた（第８条）ことから、
条例上、規定を設けることは考えてい
ません。

「セクシュアル・ハラスメント」「ドメス
ティック・バイオレンス」という語句につ
いては、法律上明確な定義がなく、曖
昧かつ広範な意味を有し、人によって
異なった意味に受け取られるおそれが
あることから、敢えて用いていなかった
ものです。しかしながら、ご意見を踏ま
え、これらの語句に明確な定義を付し、
禁止しようとする行為を限定した上で用
いるよう、修正することとします。



　　ウ　市が実施する基本的施策　（１１件）
　　　①　全体　（３件）

№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
43 － あまりにシンプルな規定となっている。

雇用の場での取り組み、教育の場での
取り組み、防災と災害対応・復興など
の取組みなど、各論的規定であっても
特出しの規定があってもよいのではな
いか。少子高齢社会、低成長経済に対
応するためには女性の働きやすさは不
可欠な施策であるし、男女共同参画社
会の形成は教育に注力するのが一番
効果的である。また最近の災害増加状
況から、防災・災害対応・復興過程の
男女共同参画は市民の関心が非常に
高い分野である。体系の整合性よりも
市民に対するアピール力ある条例とす
るために、いずれかの条項を追加して
いただきたい。

1

44 防災について検討して頂きたい。 1
45 家庭・学校・職場・地域において、積極

的に活用されるためにも、姫路市民ひ
とりひとりが男女共同参画感覚を磨き、
意識を高められるような具体策をお示
し願いたい。

1

　　　②　「施策の策定に当たっての配慮」について　（３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
46 － 「男女共同参画の推進」を「男女共同

参画の形成」に修正されたい。
1

47 「男女共同参画の推進に配慮」するの
ではなく男女共同参画社会を「形成」し
てほしい。

1

48 「影響を及ぼすと認められる」を「寄与
する」に修正されたい。

1 男女共同参画社会基本法の「施策の
策定等に当たっての配慮」（第１５条）を
踏まえた表現としており、骨子案のまま
とします。

　　　③　「附属機関等における構成員の男女の均衡」について　（３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
49 － 男女共同参画審議会だけでなく、他の

附属機関の構成員の男女のそれぞれ
の委員の数が総数の１０分の４以上に
なるように努めるという規定は、全ての
附属機関が対象であること、具体的数
値目標が入ったこと、それが４割である
点で素晴らしい。そのためには、女性
の人材育成の具体的プランを次回のプ
ラン改訂時に策定していただきたい。

1

50 「１０分の４以上」となるよう期待してい
る。

1

条例制定後は、基本理念に基づき、男
女共同参画のより一層の推進に努め
てまいりますので、今後ともご協力をお
願いします。

男女共同参画の推進が特に必要とさ
れる分野は時代の変遷によっても変化
していくことから、条例では個別具体の
分野を特出しするような規定は設け
ず、概括的に「男女共同参画の推進に
影響を及ぼすと認められる施策を策定
し、及び実施するに当たって」の規定と
することとしており、この中には、防災・
減災等の分野も広く含まれるものと考
えているため、骨子案のままとします。
なお、各分野における具体的な施策に
ついては、必要に応じ、姫路市男女共
同参画プランの中に位置付けていくこ
とになります。

条例の「目的」を「男女共同参画の推
進に関し、（中略）市の施策の基本とな
る事項を定め、当該施策を総合的かつ
計画的に実施することにより、男女共
同参画社会の形成に寄与すること」とし
ており、そのために市が実施する基本
的施策は全て男女共同参画社会の形
成につながるものです。このため、条例
全体を通して、「男女共同参画の推進」
という表現を用いることとします。



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
51 － 市の政策・方針決定の場に女性の参

画を保障し、あらゆる審議会において
女性の比率が３割を超えること、とりわ
け男女共同参画審議会においては４
割を超えるよう努力することを位置づけ
てほしい。

1 条例は男女共同参画社会基本法を踏
まえ制定するものですが、同法同様、
女性のみを対象とするものではなく、ま
た、男性のみ、女性のみを対象とした
規定を置くことともしておらず、男女両
方を対象に男女共同参画の推進につ
いて規定していることから、骨子案のま
まとします。

　　　④　「市民等に対する支援」について　（１件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
52 － 支援を行うよう「努める」のではなく、

しっかり支援を行ってほしい。「行う」に
修正されたい。

1 男女共同参画社会基本法の「地方公
共団体及び民間の団体に対する支援」
（第２０条）を踏まえた表現としており、
骨子案のままとします。

　　　④　「苦情等の申出への対応」について　（１件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
53 － 「適切に処理するよう努めること」を「適

切に処理すること」のように簡潔に表現
してほしい。

1 苦情や相談の内容によっては、市が直
接的又は間接的に処理できない、又は
処理することが適当ではないものがあ
ることも想定されることから、努力規定
としていたものです。しかしながら、市
の実施する施策等に対する苦情の申
出へは、積極的かつ主体的な対応が
必要と考え、ご意見を踏まえ、修正する
こととします。

　　エ　姫路市男女共同参画審議会の設置　（３件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
54 － 調査審議する機関は設けるのか。ま

た、その機関には、どこまで調査権限
があるのかを明記する必要がある。

1

55 この規定上、「男女共同参画の推進に
関し必要と認められる事項について市
長へ意見を述べるため、」に審議会
は、調査権を行使できるのか不明であ
る。市長の諮問したことだけでなく、審
議会が必要と求めることについて調査
権が保障されていることが明らかな規
定にしてほしい。

1

56 姫路市男女共同参画審議会の位置づ
けを正確に表記する必要性があるので
はないか。

1

　⑶　その他　（８件）
№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
57 － 男女共同参画推進条例ができて良

かった。過去の方も願っていたのでは
ないか。

1

58 条例（案）ができることはとてもいいこと
だと思う。

1

59 すばらしい条例（案）ができたこと、とて
もうれしく思う。おおむね賛成だ。

1

60 女性が働きながら子育てをする困難を
実感してきたものとして、条例づくりが
推進されることを大歓迎するとともに、
現状を改善し、前進させる内容になっ
てほしい。

1

61 全体的によく配慮されていると思う。 1

審議会は市長（執行機関）の附属機関
として設置するものであり、附属機関と
は「執行機関の要請により、行政執行
のために必要な資料の提供等行政執
行の前提として必要な審査、諮問、調
査等を行うことを職務とする機関」とさ
れています。このため、調査審議の対
象は「市長の諮問に応じ、男女共同参
画の推進に関する重要な事項」に限定
することとしています。

条例制定後は、基本理念に基づき、男
女共同参画のより一層の推進に努め
てまいりますので、今後ともご協力をお
願いします。



№ 項目 意見の概要 件数 意見に対する市の考え方
62 － 全体として、やや消極的な及び腰的な

表記に感じられた。
1 条例は男女共同参画社会基本法を踏

まえ制定するものであることから、同法
の表現を用いている、又は同法の表現
を踏まえた表現としているところが多数
あります。条例制定後は、基本理念に
基づき、男女共同参画のより一層の推
進に努めてまいりますので、今後ともご
協力をお願いします。

63 「条例の解説書」を作ってください。ま
た、「教育現場で使用できる子供対象
の解説パンフレット」も作ってほしい。

1 ご意見を踏まえ、条例制定後に解説を
作成するほか、若者向け啓発パンフ
レットにも記載するようにします。

64 「憲法第１４条」で認められている「性
別」で差別されない、とあるにもかかわ
らず「男女」を多用されているのはどう
してか。

1 条例は男女共同参画社会基本法を踏
まえ制定するものですが、同法同様、
女性のみを対象とするものではなく、ま
た、男性のみ、女性のみを対象とした
規定を置くことともしておらず、男女両
方を対象に男女共同参画の推進につ
いて規定していることから、敢えて「男
女の」と修飾をしているものです。

４　修正した箇所

　　　６箇所

№ 意見№ 修正前
1 13 ‥あらゆる分野において行われる教育

に携わる者

2 14 ‥男女が個人として能力を発揮する機
会が確保されること‥

3 21,22 ‥様々な分野における意志の形成及
び決定に‥

4 21,22 ‥あらゆる人の性と生殖に関する意志
‥

5 31 ‥男女共同参画の推進に配慮すること

6 32 職員一人ひとりの男女共同参画に関
する認識を高めるよう‥

7 8,40,41 ‥性的な言動により他人を不快にさせ
る行為、配偶者等に対して身体的、精
神的、社会的、経済的又は性的な苦痛
を与える行為‥

8 53 ‥市民等から苦情の申出があった場
合には、適切に処理するよう努める‥

市は、事業者の模範となるよう率先して男
女共同参画の推進に取り組むとともに、職
員一人一人の男女共同参画に関する認識
を高めるよう‥

‥セクシュアル・ハラスメント（継続的な人間
関係において優位な力関係を背景に相手
の意に反して行われる性的な言動又は当
該言動を受けた者の対応によってその者に
利益若しくは不利益を与えることをいう。）、
ドメスティック・バイオレンス（配偶者（婚姻
の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。）、交際の相
手方等親密な関係にあり、又は親密な関係
にあった者に対して身体的、精神的、社会
的、経済的又は性的な苦痛を与える行為を
いう。）‥

市民等から苦情の申出があった場合には、
適切に対応する‥

‥あらゆる分野において行われる教育及び
保育に携わる者‥

‥男女が性別にかかわりなく個人として能
力を発揮する機会が確保されること‥

‥様々な分野における意思の形成及び決
定に‥

‥あらゆる人の性と生殖に関する意思‥

‥男女共同参画の推進に配慮しなければ
ならない

修正後



４　市民意見提出手続の実施結果に基づく修正箇所（新旧対照表）

意見№ 旧（条例骨子案） 新（条例案） 頁
13 ‥あらゆる分野において行われる教育に携

わる者
‥あらゆる分野において行われる教育及び
保育に携わる者‥

3

14 ‥男女が個人として能力を発揮する機会が
確保されること‥

‥男女が性別にかかわりなく個人として能
力を発揮する機会が確保されること‥

3

21,22 ‥様々な分野における意志の形成及び決
定に‥

‥様々な分野における意思の形成及び決
定に‥

3

31 ‥男女共同参画の推進に配慮すること ‥男女共同参画の推進に配慮しなければ
ならない

3

32 職員一人ひとりの男女共同参画に関する認
識を高めるよう‥

市は、事業者の模範となるよう率先して男女
共同参画の推進に取り組むとともに、職員
一人一人の男女共同参画に関する認識を
高めるよう‥

4

8,40,41 ‥性的な言動により他人を不快にさせる行
為、配偶者等に対して身体的、精神的、社
会的、経済的又は性的な苦痛を与える行為
‥

‥セクシュアル・ハラスメント（継続的な人間
関係において優位な力関係を背景に相手の
意に反して行われる性的な言動又は当該言
動を受けた者の対応によってその者に利益
若しくは不利益を与えることをいう。）、ドメス
ティック・バイオレンス（配偶者（婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む。）、交際の相手方等親
密な関係にあり、又は親密な関係にあった
者に対して身体的、精神的、社会的、経済
的又は性的な苦痛を与える行為をいう。）‥

1,5

53 ‥市民等から苦情の申出があった場合に
は、適切に処理するよう努める‥

市民等から苦情の申出があった場合には、
適切に対応する‥

6


